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茨城県伝統工芸士について

茨城県指定伝統工芸品製造者等の社会的な声価を高めるとともに、

従業意欲と技術の向上及び伝

統工芸品の次代への継承に寄与することを目的に、

製造技術・技法の研鑽を積まれ、高度の技術

を保持する製造者等を知事が認定しています。

「茨城県伝統工芸士」のロゴマークは、本デザインマニュアルによって

イメージを視覚的に統一することを目的として、

さまざまなコミュニケーションツールにて適切に運用いただくための基本です。

ロゴマークの展開の際は規定に従い、

広報・宣伝・普及活動にお役立てください。

なお、ロゴマークの再現にあたっては、

カラーを変更したり、フチどりなどの作図や変形を行うなど、

むやみに手を加えず、必ず配布したデータをご使用ください。



基 本 デ ザ イ ン 要 素

ロ ゴ マ ー ク

ロ ゴ タ イ プ
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表 示 カ ラ ー

プ ロ セ ス 4 C ／ 特 色
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グ レ ー ス ケ ー ル

M 1 0 0 % ／ C 6 5 % ／ K 1 0 %

D I C  1 9 7

K 1 0 0 %

D I C  5 8 2

K 7 0 %

K 1 0 0 %



余 白 と 最 小 サ イ ズ の 規 定 （ 1 ）

タ テ 組 A バ ー ジ ョ ン

最 小 サ イ ズ :

余 白 を 含 め 高 さ 3 0 m m
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タ テ 組 B バ ー ジ ョ ン

a

c

0.1c

0.125a

0.125a

0.25b 0.25bb

30mm

最 小 サ イ ズ :

余 白 を 含 め 高 さ 1 8 m m

18mm

a

c

0.1c

0.125a

0.125a

0.25b 0.25bb



余 白 と 最 小 サ イ ズ の 規 定 （ 2 ）

ヨ コ 組 A バ ー ジ ョ ン

最 小 サ イ ズ :

余 白 を 含 め 高 さ 1 5 m m
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ヨ コ 組 B バ ー ジ ョ ン

15mm

最 小 サ イ ズ :

余 白 を 含 め 高 さ 8 m m

c

b

0.25b0.125a

0.15c

0.125a

a

0.125a

0.15c

0.25b

8mm

c

b

0.25b0.125a

0.15c

0.125a

a

0.125a

0.15c

0.25b



1 0 0 %7 5 %5 0 %0 % 2 5 %

背 景 と 配 色

4 C

1 C

（ K 1 0 0 % ）

※ 背 景 5 0 ％ 以 上 推 奨

1 C

（ K 0 % ）

1 C

（ K 0 % ）
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使 用 禁 止 例
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3 0 m m 未 満

規 定 サ イ ズ 以 下 で 使 用 し て は い け ま せ ん 。 変 形 や 反 転 、 形 を 変 更 し て は い け ま せ ん 。

規 定 色 以 外 の 色 を 使 用 し た り 、 縁 取 り を し て は い け ま せ ん 。

配 置 の 変 更 や 規 定 バ ラ ン ス 以 外 で 使 用 し て は い け ま せ ん 。

ロ ゴ の 上 に ほ か の 図 形 を 重 ね て 配 置 し て は い け ま せ ん 。


